
一
八

は
じ
め
に

鳥
羽
院
最
大
の
寵
臣
権
中
納
言
藤
原
家
成
の
三
男
に
し
て
、
三
度
も
の
解
官
を
経

験
し
な
が
ら
、
父
を
越
え
る
正
二
位
権
大
納
言
に
昇
進
、
し
か
し
最
後
は
平
清
盛
に

よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
波
瀾
の
人
生
を
送
っ
た
公
卿
が
、
藤
原
成
親
で
あ
る
。

彼
は
藤
原
北
家
の
傍
流
末
茂
流
に
属
す
る
。
こ
の
系
統
は
、
成
親
の
曾
祖
父
に
当

た
る
顕
季
が
白
河
院
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
急
激
に
政
治
的
地
位
を
上
昇
さ

せ
て
公
卿
に
昇
進
し
、
代
表
的
な
院
近
臣
家
と
な
っ
た
。
そ
の
子
長
実
・
家
保
も
と

も
に
白
河
院
の
近
臣
と
し
て
公
卿
と
な
り
、
長
実
の
娘
得
子
は
鳥
羽
の
寵
愛
を
受
け

て
院
近
臣
家
初
の
国
母
と
な
っ
た
。
近
衛
天
皇
の
母
美
福
門
院
で
あ
る
。
し
か
し
、

長
実
の
子
孫
は
政
治
的
に
は
低
迷
し
、
か
わ
っ
て
鳥
羽
院
第
一
の
近
臣
と
な
っ
た
の

が
成
親
の
父
家
成
で
あ
っ
た
。
家
成
は
鳥
羽
の
寵
愛
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
権
中

納
言
に
昇
進
し
た
の
を
は
じ
め
、
従
兄
弟
の
美
福
門
院
と
結
ん
で
、
多
数
の
王
家
領

を
立
荘
し
たq

。
そ
の
荘
園
は
美
門
院
が
生
ん
だ
皇
女
八
条
院
に
伝
領
さ
れ
、
中
世
王

家
領
の
一
方
の
柱
と
も
い
う
べ
き
八
条
院
領
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
門
は
概
ね
大
国
受
領
を
経
歴
し
、
非
参
議
従
三
位
と
し
て
公
卿
の
仲
間
入

り
を
果
た
す
大
国
受
領
系
院
近
臣
で
あ
っ
た
。
公
卿
昇
進
に
際
し
参
議
に
就
任
し
、

議
定
な
ど
で
活
躍
し
た
実
務
官
僚
系
院
近
臣
で
あ
る
為
房
流
な
ど
と
は
異
な
り
、
議

政
官
と
し
て
活
動
す
る
期
間
は
短
く
、
院
の
政
治
的
な
決
定
な
ど
に
関
与
す
る
こ
と

は
乏
し
か
っ
た
。
成
親
の
二
人
の
異
母
兄
隆
季
、
家
明
も
と
も
に
非
参
議
従
三
位
と

な
っ
て
公
卿
に
昇
進
し
、
隆
季
は
そ
の
後
参
議
に
就
任
、
権
大
納
言
に
ま
で
昇
進
す

る
が
、
家
明
は
散
三
位
で
生
涯
を
終
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
成
親
は
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
八
月
に
蔵
人
頭
か
ら
参
議
に
昇

進
す
る
や
、
同
日
に
従
三
位
に
、
つ
い
で
一
二
月
に
は
、
さ
ら
に
数
名
の
参
議
を
超

越
し
て
正
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
年
齢
も
ま
だ
二
九
歳
で
、
長
兄
隆
季
の
公

卿
昇
進
年
齢
三
二
歳
、
次
兄
家
明
の
三
五
歳
を
下
回
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、
平
治

の
乱
な
ど
で
二
度
も
解
官
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
異
常
な
昇

進
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
一
一
月
に
は
権
大
納
言
に
昇

進
し
、
つ
い
に
兄
隆
季
に
肩
を
並
べ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
わ
ず
か
一

年
半
あ
ま
り
後
に
、
鹿
ケ
谷
事
件
の
首
謀
者
の
一
人
と
し
て
非
業
の
最
期
を
遂
げ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鹿
ケ
谷
事
件
は
、
彼
の
義
弟
西
光
の
知
行
国
加
賀
に
お
け
る
延
暦
寺
と
の
紛

争
を
発
端
と
し
、
強
訴
に
対
す
る
平
氏
の
対
応
を
不
服
と
し
た
後
白
河
院
や
西
光
・

成
親
ら
が
惹
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
親
は
そ
の
八
年
前
の
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）

暮
れ
に
、
自
身
の
知
行
国
尾
張
に
お
け
る
延
暦
寺
と
の
紛
争
で
、
強
訴
に
対
す
る
平

氏
の
消
極
的
な
対
応
か
ら
配
流
・
解
官
の
憂
き
目
を
見
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
初
の

解
官
も
平
治
の
乱
に
関
与
し
、
平
清
盛
に
敵
対
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。

周
知
の
通
り
、
成
親
は
同
母
妹
が
平
重
盛
の
室
で
あ
り
、
重
盛
の
嫡
男
維
盛
を
も

婿
に
し
た
ほ
か
、
嫡
男
成
経
も
清
盛
の
弟
教
盛
の
婿
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
兄
隆

季
の
嫡
男
隆
房
も
、
清
盛
の
女
婿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
末
茂
流
は
幾
重
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に
も
平
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
び
な
が
ら
、
成
親
は
再
三
に
わ
た
り
平
氏
と
対
立
し
、

つ
い
に
は
滅
亡
す
る
に
至
っ
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
背
景
を
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
具

体
的
に
は
、
そ
こ
に
介
在
し
た
と
み
ら
れ
る
平
氏
一
門
内
部
の
軋
轢
、
後
白
河
院
と

清
盛
以
下
平
氏
一
門
と
の
微
妙
な
関
係
な
ど
を
解
明
し
、
当
時
の
政
治
情
勢
の
分
析

を
目
指
す
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
末
茂
流
と
い
う
場
合
に
は
長
実
の
系
統
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
善
勝
寺
家

と
い
う
名
称
も
未
成
立
で
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
隆
季
・
家
明
・
成
親
な
ど
家
成
の

子
孫
を
、
家
成
流
と
総
称
す
る
。

１
・

平
治
の
乱
と
成
親

（一）
保
元
の
乱
と
家
成
流

成
親
の
母
は
従
二
位
中
納
言
藤
原
経
忠
の
娘
で
あ
る
。
経
忠
は
院
近
臣
の
道
隆
流

に
属
し
、
の
ち
の
坊
門
家
の
祖
に
当
た
る
。
兄
隆
季
・
家
明
の
母
は
院
近
臣
高
階
宗

章
の
娘
で
、
同
じ
大
国
受
領
系
院
近
臣
相
互
の
婚
姻
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
高
階
一

族
に
公
卿
昇
進
者
は
な
く
、
家
格
で
は
経
忠
よ
り
劣
っ
て
い
た
。
成
親
は
永
治
二
年

（
一
一
四
二
）
正
月
、
わ
ず
か
五
歳
で
叙
爵
す
る
。
美
福
門
院
の
皇
女
叡
子
内
親
王
の

御
給
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
年
後
に
は
七
歳
で
越
後
守
に
就
任
、
つ
い
で
讃
岐
守
と
、

父
家
成
の
知
行
国
に
お
け
る
受
領
を
歴
任
す
る
。
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
に
は
家

成
が
左
兵
衛
督
を
辞
任
し
て
、
侍
従
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、
父
の
寵
愛
を
示
唆
す

る
。
そ
の
父
没
後
の
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
に
、
再
度
越
後
守
に
就
任
す
る
が
、

こ
れ
は
兄
隆
季
の
知
行
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
越
後
国
は
成
親
自

身
の
知
行
国
と
な
る
。

家
成
一
族
の
大
き
な
特
色
は
、
大
国
と
と
も
に
左
馬
寮
を
知
行
し
、
鳥
羽
院
厩
司

で
あ
っ
た
平
忠
盛
と
連
携
し
て
い
た
こ
と
に
あ
るw

。
か
つ
て
播
磨
守
当
時
の
顕
季
が
、

忠
盛
の
父
正
盛
を
受
領
郎
従
で
あ
る
厩
別
当
に
任
じ
て
以
来
（『
平
家
物
語
』
巻
第
一
）、

と
も
に
院
近
臣
と
し
て
密
接
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

保
元
の
乱
の
直
前
に
鳥
羽
院
が
死
去
し
た
こ
と
か
ら
院
御
厩
は
消
滅
し
、
左
馬
寮
も

乱
に
お
け
る
勝
利
の
立
役
者
源
義
朝
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
。
隆
季
は
左
京
大
夫

に
就
任
し
た
が
、
こ
の
人
事
は
『
公
卿
補
任
』
に
「
雖
レ

無
二

所
望
一

遷
任
」
と
あ
る

よ
う
に
、
不
本
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
年
後
に
退
位
し
た
後

白
河
院
の
御
厩
別
当
に
は
、
陸
奥
・
武
蔵
知
行
を
通
し
て
義
朝
を
統
制
し
て
い
た
藤

原
信
頼
が
就
任
し
て
お
り
、
王
家
の
軍
制
の
中
心
院
御
厩
別
当
・
左
馬
頭
は
末
茂
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流
・
伊
勢
平
氏
か
ら
、
信
頼
・
義
朝
へ
と
劇
的
に
変
貌
し
た
の
で
あ
るe

。

左
京
大
夫
も
父
家
成
が
帯
し
た
地
位
で
は
あ
る
が
、
左
馬
頭
こ
そ
は
隆
季
が
家
成

を
継
承
し
て
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
以
来
、
二
〇
年
近
く
在
任
し
た
官
職
で
あ
り
、

左
馬
寮
は
隆
季
の
家
産
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
を
強
引
に
奪
わ
れ
た
不
満

は
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
隆
季
は
そ
れ
以
後
、
特
別
な
動

き
を
見
せ
て
い
な
い
。
彼
は
保
元
三
年
に
非
参
議
従
三
位
と
し
て
公
卿
に
加
わ
る
が
、

す
で
に
信
頼
は
権
中
納
言
・
検
非
違
使
別
当
に
昇
り
詰
め
て
い
た
。
平
治
の
乱
か
ら

二
年
を
経
た
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
九
月
、
よ
う
や
く
隆
季
は
参
議
に
昇
進
す
る

が
、
こ
の
人
事
に
つ
い
て
太
政
大
臣
藤
原
伊
通
は
「
無
二

指
奉
公
一

、
家
富
優
息
（
思

カ
）
昇
二

崇
班
一

、
浅
猿
キ
事
也
」
と
罵
倒
し
て
い
る
（『
山
槐
記
』
応
保
元
年
一
一
月
一

九
日
条
）。
こ
の
言
葉
は
、
参
議
昇
進
を
妨
害
さ
れ
た
蔵
人
頭
藤
原
忠
親
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
取
れ
な
い
面
も
あ
る
が
、
積
極
的
な
政
治

工
作
を
行
お
う
と
し
な
か
っ
た
隆
季
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。

次
兄
家
明
は
、
鳥
羽
殿
預
と
し
て
知
ら
れ
（『
山
槐
記
』
永
暦
元
年
九
月
二
〇
日
条
）、

鳥
羽
院
亡
き
あ
と
の
鳥
羽
の
主
、
美
福
門
院
・
八
条
院
側
近
と
し
て
活
動
し
、
叙
位

も
お
お
む
ね
八
条
院
の
御
給
に
よ
っ
て
い
た
。
美
濃
・
備
後
・
播
磨
守
、
内
蔵
頭
等

を
経
て
、
応
保
二
年
に
非
参
議
従
三
位
に
昇
進
す
る
と
い
う
、
院
政
期
大
国
受
領
層

の
典
型
と
も
い
う
べ
き
官
歴
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
参
議
に
就
く
こ
と
も
な
く
、
仁

安
三
年
（
一
一
六
八
）
に
出
家
し
て
い
る
が
、
姻
戚
関
係
も
含
め
て
、
積
極
的
な
政

治
工
作
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
と
対
照
的
に
、
注
目
す
べ
き
動
き
を
示
し

た
の
が
成
親
で
あ
る
。

（二）
「
フ
ヨ
ウ
ノ
若
殿
上
人
」
成
親

保
元
の
乱
当
時
、
正
五
位
下
越
後
守
兼
左
少
将
で
あ
っ
た
成
親
は
、
翌
保
元
二
年

に
は
か
つ
て
父
家
成
の
も
と
で
造
営
を
開
始
し
た
金
剛
心
院
の
完
成
で
従
四
位
下

に
、
そ
し
て
内
裏
春
興
殿
の
造
営
で
従
四
位
上
に
昇
進
、
翌
年
に
は
右
中
将
に
昇
進

し
た
。
そ
し
て
保
元
四
年
正
月
、
成
親
は
信
頼
の
譲
に
よ
っ
て
正
四
位
下
に
至
り
、

兄
家
明
に
肩
を
並
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
信
頼
の
譲
渡
を
受
け
た
背
景
に
は
、

彼
の
姉
妹
と
信
頼
と
の
婚
姻
も
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
々
、
信
頼
の
姉

妹
は
隆
季
の
室
と
し
て
隆
房
を
生
ん
で
お
り
、
信
頼
と
家
成
の
一
族
は
相
互
に
密
接

な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
積
極
的
に
政
治
的
連
携
を
深
め
た
の
は
成
親
の
方
で
あ
っ
た
。

隆
季
に
は
、
左
馬
寮
を
め
ぐ
る
義
朝
、
そ
し
て
信
頼
と
の
確
執
が
尾
を
引
い
て
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

成
親
は
、
平
治
の
乱
以
前
の
段
階
で
同
母
妹
と
清
盛
の
嫡
男
重
盛
と
の
婚
姻
も
成

立
さ
せ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
伊
勢
平
氏
と
末
茂
流
は
政
治
的
連
携

を
有
し
て
お
り
、
隆
季
の
嫡
男
隆
房
も
清
盛
の
女
婿
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
清

盛
娘
を
母
と
す
る
隆
衡
の
生
誕
は
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
で
あ
り
、
婚
姻
も
こ
れ

を
大
き
く
遡
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
成
一
門
で
武
門
の

中
心
平
氏
と
の
婚
姻
を
ま
ず
推
進
し
た
の
は
、
成
親
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

平
治
の
乱
後
、
平
清
盛
に
捕
ら
え
ら
れ
た
成
親
に
つ
い
て
、『
愚
管
抄
』（
巻
第
五

二
条
）
は
「
フ
ヨ
ウ
ノ
若
殿
上
人
」
と
す
る
。「
フ
ヨ
ウ
」
を
「
芙
蓉
」
と
し
て
美

貌
を
示
す
と
す
る
説
、
ま
た
重
要
人
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
「
不
要
」
と
す
る
説

も
あ
る
が
、
平
治
の
乱
に
際
し
て
、
彼
が
「
フ
ヨ
ウ
の
若
殿
上
人
」
で
あ
り
な
が
ら
、

信
頼
に
追
随
し
た
だ
け
で
深
く
関
与
し
な
か
っ
た
と
し
て
処
刑
を
免
れ
た
と
い
う
文

脈
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
愚
管
抄
』
の
注
記
の
よ
う

に
「
武
勇
」
の
仮
名
書
き
と
す
る
の
が
最
も
意
味
が
通
るr

。
す
な
わ
ち
、
成
親
に
は

荒
っ
ぽ
く
武
士
的
な
性
格
が
あ
り
、
武
芸
に
通
じ
る
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
二
条
天
皇
の
脱
出
後
の
緊
急
事
態
に
際
し
、
成
親
が
信
頼
と
と
も
に
武
装

し
て
出
撃
し
た
と
す
る
『
平
治
物
語
』
の
記
述
か
ら
も
一
応
裏
付
け
ら
れ
る
。

当
時
、
大
国
受
領
系
の
院
近
臣
た
ち
は
、
播
磨
守
時
代
の
顕
季
が
平
正
盛
を
播
磨

の
厩
別
当
に
任
じ
た
（『
平
家
物
語
』
巻
第
一
）
よ
う
に
、
有
能
な
武
士
を
郎
従
と
し

て
組
織
し
強
力
な
任
国
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
優
秀
な
郎
従
を
獲
得
す

二
〇
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る
た
め
に
有
力
武
士
と
の
関
係
は
不
可
欠
で
あ
り
、
藤
原
忠
隆
・
信
頼
父
子
の
よ
う

に
、
有
力
武
士
と
緊
密
な
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
と
と
も
に
、
自
ら
も
武
士
的
性
格
を
帯

び
る
者
も
現
れ
た
。
こ
う
し
た
側
面
は
、
同
じ
大
国
受
領
系
院
近
臣
家
出
身
の
成
親

に
も
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
成
親
が
積
極
的
に
政
界
工
作
を
行
い
、
武
士
的
な
性
格
ま
で
表
出

さ
せ
て
い
た
背
景
に
、
政
治
的
に
無
力
な
兄
隆
季
・
家
明
を
超
越
し
、
家
成
流
の
中

心
に
立
と
う
と
い
う
野
心
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
隆
季
は
不
明
確
だ
が
、
家

明
は
鳥
羽
殿
の
主
美
福
門
院
の
側
近
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
条
親
政
派
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
親
の
政
治
的
連
携
の
対
象
が
、
後
白
河
院
政
派
の

中
心
信
頼
と
な
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
信
頼
は
伊
勢
平
氏
と
姻
戚
関
係

を
有
し
、
義
朝
以
下
の
河
内
源
氏
を
従
属
さ
せ
、
平
泉
藤
原
氏
を
も
そ
の
統
括
下
に

お
く
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
武
力
を
背
景
と
し
て
摂
関
家
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
で
あ

るt

。
成
親
は
、
政
治
秩
序
を
根
本
的
に
改
変
す
る
か
の
ご
と
き
勢
い
を
示
し
、
武
力

と
い
う
彼
自
身
も
関
心
の
あ
る
新
た
な
政
治
手
段
を
振
り
か
ざ
し
て
い
た
信
頼
に
、

自
身
の
野
心
を
賭
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
通
り
平
治
の
乱
は
信
頼
の
敗
北
と
な
り
、
武
装
し
て
出
撃
し
た
と
さ
れ
る

成
親
も
、
信
頼
と
と
も
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
は
解
官
さ
れ
た
も
の
の
、

配
流
さ
え
も
免
れ
、
二
年
後
に
は
元
の
官
職
に
復
帰
し
て
い
る
。『
平
治
物
語
』
は
、

信
頼
同
様
に
処
刑
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
妹
婿
平
重
盛
の
嘆
願
で
助
命
さ
れ
た
と
し
、

『
愚
管
抄
』
は
先
述
の
よ
う
に
事
件
に
深
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
大
し
た

処
罰
を
受
け
な
か
っ
た
と
す
る
反
面
、
の
ち
に
は
「
ア
ヤ
ウ
カ
リ
シ
」（
巻
第
五
高
倉
）

と
も
あ
っ
て
、
生
命
の
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。『
愚
管
抄
』
の
矛

盾
し
た
記
述
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

降
伏
し
た
成
親
は
、
武
装
蜂
起
を
し
た
こ
と
か
ら
武
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
信
頼
と

同
様
に
清
盛
に
身
柄
を
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
清
盛
に
生
殺
与
奪
の
権
を
握
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
武
士
社
会
の
原
則
を
適
用
す
れ
ば
、
敗
北
し
た
武
人
は
処
刑
を
免

れ
な
い
。
生
命
の
危
険
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
盛
の
嘆
願

も
行
わ
れ
、
蜂
起
に
関
す
る
罪
は
不
問
に
付
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
一
方
、
事

件
の
謀
議
な
ど
で
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
事
件
に
関
し
て
積
極
的
な

供
述
し
た
こ
と
か
ら
（『
愚
管
抄
』
巻
第
五
高
倉
）、
朝
廷
か
ら
の
処
罰
は
解
官
程
度
の

軽
微
な
も
の
で
済
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

２
・

後
白
河
院
政
の
成
立
と
成
親

（一）
成
親
の
躍
進

平
治
の
乱
か
ら
二
年
余
り
を
経
た
永
暦
二
年
（
一
一
六
一
）
四
月
一
日
、
成
親
は
左

中
将
に
復
帰
し
た
。
乱
の
当
時
兼
任
し
て
い
た
越
後
守
は
、
摂
関
家
家
司
と
し
て
頭

角
を
現
し
て
い
た
藤
原
邦
綱
の
手
に
わ
た
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
摂
関
家
の
知
行

国
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
成
親
が
知
行
国
主
と
し
て
再
び
越
後
に
君

臨
す
る
の
は
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

成
親
が
政
界
に
復
帰
し
た
永
暦
二
年
当
時
は
、
二
条
親
政
派
と
後
白
河
院
政
派
の

暗
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
同
年
九
月
、
平
清
盛
の
義
妹
平
滋
子
が

後
白
河
院
の
皇
子
（
の
ち
の
憲
仁
親
王
、
高
倉
天
皇
）
を
出
産
す
る
と
、
皇
子
の
な
い

二
条
天
皇
を
退
け
、
憲
仁
の
即
位
と
後
白
河
院
政
の
確
立
を
目
指
す
動
き
が
活
発
と

な
っ
た
。
そ
の
中
心
は
後
白
河
近
臣
源
資
賢
、
そ
し
て
滋
子
の
兄
平
時
忠
ら
で
あ
っ

た
。
成
親
も
こ
れ
に
同
調
し
た
ら
し
く
、
同
年
一
一
月
二
八
日
（『
山
槐
記
』。『
公
卿

補
任
』『
百
練
抄
』
な
ど
は
九
月
と
す
る
）、
他
の
後
白
河
近
臣
ら
と
と
も
に
再
び
解
官

の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
二
条
親
政
段
階
に
成
親
の
活
動
は
す
っ

か
り
な
り
を
潜
め
て
い
る
。

し
か
し
、
二
条
天
皇
は
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
に
二
三
歳
の
若
さ
で
死
去
し
、

幼
い
六
条
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
政
界
は
に
わ
か
に
憲
仁
を
擁
立
す
る
後
白
河
の
院

二
一

藤
原
成
親
と
平
氏
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政
に
向
け
て
加
速
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
翌
年
正
月
、
後
白
河
の
支
援
を

受
け
た
成
親
は
左
中
将
に
就
任
し
再
度
の
政
界
復
帰
を
果
た
す
や
、
六
月
に
は
末
茂

流
で
は
初
の
蔵
人
頭
に
就
任
、
そ
し
て
八
月
に
は
参
議
に
昇
進
し
て
従
三
位
に
叙
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
成
親
の
躍
進
は
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
一
二
月
に
は
正
三
位
に
昇
り
、

権
中
納
言
藤
原
資
長
、
左
中
将
藤
原
兼
房
、
参
議
藤
原
成
頼
、
従
三
位
藤
原
顕
広
、

右
兵
衛
督
藤
原
成
範
ら
を
位
階
の
面
で
超
越
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
急
激
で
強
引

な
昇
進
は
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
に
お
け
る
藤
原
信
頼
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）

に
お
け
る
平
清
盛
に
匹
敵
す
る
。

む
ろ
ん
、
成
親
が
こ
う
し
た
破
格
の
躍
進
を
な
し
遂
げ
た
背
景
に
、「
男
ノ
オ
ボ

エ
」「
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
御
寵
ア
リ
ケ
ル
」（『
愚
管
抄
』
巻
第
五
高
倉
）
と
称
さ
れ
た
後

白
河
院
と
の
男
色
関
係
が
介
在
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
頭
中
将
は

「
執
│二

行
禁
中
万
事
一

」（『
貫
首
秘
抄
』）
し
た
と
さ
れ
、
天
皇
の
側
近
と
し
て
様
々
な

儀
式
を
遂
行
す
る
実
務
的
な
側
面
も
強
く
、
有
能
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
故
実

の
知
識
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
以
前
に
末
茂
流
で
頭
中
将
に
就
任
し
た
例
は
な
く
、

成
親
が
ど
の
よ
う
に
し
て
故
実
を
学
ん
だ
の
か
は
不
明
確
だ
が
、
兄
や
父
祖
を
凌
駕

す
る
才
覚
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
公
卿
昇
進
に
際
し
て
少
年

や
院
近
臣
な
ど
、
政
治
的
力
量
に
劣
る
者
が
散
三
位
に
叙
さ
れ
る
の
に
対
し
、
参
議

に
就
任
し
た
者
は
実
務
能
力
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
もy

彼
の
能
力
を
裏
付
け

る
も
の
で
あ
る
。『
平
治
物
語
』
は
、
成
親
が
「
仙
洞
の
事
は
内
外
共
に
沙
汰
す
る

仁
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
単
に
院
の
寵
愛
を
背
景
と
し
て

権
勢
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
実
務
的
に
有
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
記
述
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
彼
の
躍
進
を
支
え
た
要
因
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
妹
婿
と
し

て
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
平
重
盛
の
存
在
で
あ
る
。
重
盛
の
母
は
清
盛
の
嫡
室
時
子

で
は
な
い
が
、
す
で
に
重
盛
は
平
治
の
乱
で
顕
著
な
戦
功
を
た
て
て
嫡
男
の
地
位
を

不
動
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
長
寛
元
年
（
一
一
六
四
）
に
は
散
三
位
な
が
ら
公
卿
に

昇
進
、
そ
し
て
成
親
が
劇
的
な
躍
進
を
遂
げ
た
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
当
時
は
正

三
位
権
中
納
言
兼
右
衛
門
督
の
重
職
に
あ
り
、
翌
仁
安
二
年
五
月
一
〇
日
に
は
清
盛

に
代
わ
っ
て
諸
道
の
賊
徒
追
討
権
を
付
与
さ
れ
て
（『
兵
範
記
』）、
事
実
上
国
家
的
軍

事
警
察
権
を
掌
握
す
る
立
場
に
あ
り
、
後
白
河
院
の
軍
事
的
支
柱
と
称
す
べ
き
存
在

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
成
親
と
重
盛
は
後
白
河
を
支
え
る
文
武
の
両
輪
と
も
い
う
べ

き
近
臣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
か
つ
て
「
無
二

指
奉
公
一

」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
た
兄
隆
季
も
、
永
万
元
年

（
一
一
六
五
）
に
検
非
違
使
別
当
に
就
任
し
て
い
る
。
別
当
は
京
中
支
配
を
担
当
し
、

行
幸
な
ど
の
儀
式
を
遂
行
す
る
実
務
的
な
行
政
官
と
い
う
能
力
を
必
要
と
す
る
官
職

で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
末
茂
流
初
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
た
か
も
弟
に
対
抗
す
る
よ
う
に

兄
隆
季
も
実
務
派
と
し
て
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
の
ち
に
安
元

三
年
の
大
火
で
邸
宅
が
焼
失
し
た
際
、
実
定
・
資
長
・
忠
親
・
雅
頼
・
俊
経
ら
と
と

も
に
「
富
二

文
書
一

家
」
と
称
さ
れ
、「
隆
季
卿
文
書
不
レ

残
二

一
紙
一

焼
失
」
し
た
こ
と

を
惜
し
ま
れ
て
い
る
点
（『
玉
葉
』
安
元
三
年
四
月
二
九
日
条
）
も
、
彼
の
変
容
を
物
語

る
。
そ
し
て
、
嫡
男
隆
房
と
清
盛
の
娘
の
婚
姻
を
実
現
さ
せ
、
政
治
的
提
携
を
実
現

し
た
こ
と
も
、
重
盛
一
門
と
結
ぶ
成
親
を
意
識
し
た
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（二）
高
倉
即
位
の
波
紋

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
二
月
、
平
清
盛
の
急
病
と
い
う
緊
急
事
態
の
中
で
、
突

如
六
条
天
皇
が
譲
位
し
、
後
白
河
と
平
滋
子
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
憲
仁
が
即
位
し

た
。
高
倉
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
平
清
盛
と
の
協
調
の
下
で
後
白
河
院
政
が
確

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
の
即
位
大
嘗
祭
の
豊
明
節
会
に
五
節
舞
姫
を
献
上
し
た

の
は
、
権
中
納
言
成
親
、
平
時
忠
、
参
議
源
雅
頼
、
武
蔵
守
平
知
盛
、
能
登
守
平
通

盛
の
五
名
で
あ
っ
た
（『
兵
範
記
』
一
〇
月
一
五
日
条
）。
村
上
源
氏
の
雅
頼
以
外
は
成

親
と
平
氏
一
門
で
あ
り
、
高
倉
天
皇
の
周
辺
を
固
め
る
勢
力
を
反
映
す
る
人
選
と
い

二
二
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え
る
。

こ
の
間
、
後
白
河
と
成
親
と
の
関
係
も
緊
密
さ
を
増
し
て
お
り
、
同
年
七
月
一
日
、

院
は
中
御
門
西
洞
院
に
あ
っ
た
成
親
の
泉
亭
に
密
か
に
御
幸
し
て
い
る
（『
兵
範
記
』）。

こ
の
邸
宅
は
成
親
の
滅
亡
後
に
後
白
河
の
院
御
所
と
な
っ
て
お
り
、
院
の
お
気
に
入

り
の
場
所
で
あ
っ
た
。
成
親
が
種
々
の
儀
式
の
上
卿
を
勤
仕
し
た
の
は
当
然
と
し
て
、

こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
翌
年
正
月
の
熊
野
御
幸
に
も
公
卿
と
し
て
た
だ
一
人
随

行
し
（『
兵
範
記
』
正
月
九
日
条
）、
三
月
の
高
野
御
幸
に
も
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
太
政

大
臣
藤
原
忠
雅
・
兼
雅
父
子
、
源
資
賢
と
と
も
に
供
奉
し
た
こ
と
（
同
前
書
三
月
一

三
日
条
）
で
あ
る
。
院
の
最
大
の
寵
臣
と
い
う
立
場
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。高

倉
の
即
位
で
後
白
河
院
政
・
高
倉
天
皇
の
体
制
は
安
定
し
た
か
に
見
え
た
。
し

か
し
、
同
年
一
一
月
、
高
倉
天
皇
即
位
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
高
倉
に
対
す
る
不
満
が

噴
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
退
位
し
た
六
条
天
皇
は
わ
ず
か
に
四
歳
、
実
母
は
徳
大
寺

家
の
家
司
伊
岐
致
遠
の
娘
と
さ
れu

、
左
大
臣
徳
大
寺
実
能
の
娘
藤
原
育
子
が
養
母
と

な
っ
た
と
は
い
え
外
戚
の
弱
体
は
否
め
な
い
。
退
位
も
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
清
盛
の
重
病
を
耳
に
し
た
右
大
臣
兼
実
が
「
前
大
相
国
所
労
、
天
下
大
事
只

在
二

此
事
一

也
。
此
人
夭
亡
之
後
、
弥
以
衰
弊
歟
」（『
玉
葉
』
二
月
一
一
日
条
）
と
、
清

盛
の
死
去
が
朝
廷
の
衰
退
・
混
乱
を
も
た
ら
す
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
条
を
擁

護
し
、
高
倉
即
位
に
反
発
す
る
勢
力
は
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
六

条
天
皇
は
八
条
院
・
閑
院
流
が
支
援
す
る
正
統
王
権
二
条
の
系
統
に
属
す
上
に
、
八

条
院
の
猶
子
以
仁
王
と
い
う
六
条
に
代
わ
る
皇
子
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
高

倉
の
母
は
前
代
未
聞
の
平
氏
の
出
身
で
あ
り
、
平
安
時
代
で
初
め
て
の
藤
原
氏
・
皇

女
以
外
の
国
母
の
出
現
に
反
発
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
嘗
祭
の
重
要
儀
式
の
一
つ
五
節
の
帳
台
試
に
お
い
て
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
内
大

臣
右
大
将
の
源
雅
通
と
、
大
納
言
左
大
将
の
藤
原
師
長
が
途
中
退
出
す
る
と
い
う
不

祥
事
が
発
生
、
激
怒
し
た
後
白
河
は
両
者
の
解
官
を
命
ず
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
聞

い
た
蔵
人
頭
平
信
範
は
、
安
和
の
変
に
お
け
る
源
高
明
や
、
長
徳
の
政
変
に
お
け
る

藤
原
伊
周
の
先
例
を
記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
一
一
月
二
一
日

条
）。
雅
通
は
同
年
三
月
に
皇
太
后
と
な
っ
た
滋
子
の
初
代
大
夫
、
師
長
は
八
月
に

そ
の
後
任
に
就
い
て
お
り
、
む
し
ろ
表
面
上
は
滋
子
に
近
い
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
え
て
高
倉
の
正
統
性
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
こ
と
に
な
る
。
後
白

河
の
憤
激
も
当
然
で
あ
る
。
雅
通
は
、
養
父
雅
定
の
代
か
ら
美
福
門
院
と
緊
密
に
提

携
し
て
政
治
的
地
位
を
保
持
し
て
お
り
、
美
福
門
院
・
八
条
院
の
支
援
す
る
二
条
皇

統
の
断
絶
に
内
心
憤
慨
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
師
長
の
事
情
は
判
然
と
し
な
い

が
、
藤
原
氏
を
退
け
た
平
氏
出
身
の
国
母
の
登
場
に
反
発
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

不
満
を
露
に
し
た
の
は
、
藤
原
氏
や
村
上
源
氏
の
公
卿
だ
け
で
は
な
い
。
一
一
月

二
八
日
、
後
白
河
は
尾
張
守
平
保
盛
と
、
そ
の
父
参
議
平
頼
盛
が
有
し
た
五
カ
職
の

解
官
を
命
じ
て
い
る
（『
兵
範
記
』）。
両
者
は
五
節
参
入
以
下
に
出
席
し
な
か
っ
た
ば

か
り
か
、
代
始
の
母
后
入
内
を
も
無
視
し
て
厳
島
参
詣
に
出
立
し
清
盛
に
制
止
さ
れ

る
始
末
。
さ
ら
に
、
頼
盛
が
大
弍
と
し
て
支
配
し
て
い
た
大
宰
府
管
内
で
大
嘗
祭
の

所
課
を
拒
否
し
た
ば
か
り
か
、
不
法
な
賦
課
を
行
っ
た
と
い
う
。
頼
盛
は
八
条
院
の

女
房
を
妻
と
し
、
多
数
の
八
条
院
領
に
お
い
て
預
所
・
領
家
を
勤
仕
す
る
な
ど
、
八

条
院
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
頼
盛
の
行
動
が
単
な
る
気
ま

ぐ
れ
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
明
ら
か
に
滋
子
・
高
倉
に
鋭
く
反
発
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
に
は
異
母
兄
の
清
盛
に
対
抗
す
る
意
識
が
あ
り
、
清
盛
が
そ

の
室
の
妹
滋
子
を
通
し
て
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
不
満
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
元
来
清
盛
を
中
心
と
し
た
平
氏
一
門
主
流
は
二
条
親
政
を
支
持
し
て
お

り
、
憲
仁
（
高
倉
）
・
滋
子
を
支
援
し
た
教
盛
・
時
忠
な
ど
は
一
門
内
部
の
異
端
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
条
天
皇
、
そ
し
て
六
条
天
皇
を
支
援
し
た
摂
政
基
実
の
相

次
ぐ
夭
折
か
ら
、
清
盛
も
急
遽
後
白
河
と
提
携
し
、
高
倉
擁
立
に
同
意
し
た
経
緯
が

あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
頼
盛
は
憤
懣
を
露
わ
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
師
長
・

二
三

藤
原
成
親
と
平
氏
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雅
通
の
解
官
は
一
月
足
ら
ず
で
許
さ
れ
た
が
、
頼
盛
の
解
官
は
一
年
に
及
ん
だ
。
し

か
も
、
一
二
月
一
三
日
に
は
左
衛
門
尉
藤
原
季
経
以
下
の
頼
盛
家
人
ま
で
が
解
官
の

憂
き
目
を
見
て
い
る
（『
兵
範
記
』）。
そ
し
て
彼
が
大
弍
と
し
て
知
行
し
て
い
た
大
宰

府
は
坊
門
家
の
信
隆
、
そ
し
て
息
子
保
盛
を
受
領
と
し
て
い
た
尾
張
国
は
成
親
と
、

そ
れ
ぞ
れ
後
白
河
近
臣
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
尾
張
国
で
、
重
大
な

事
件
が
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。

（三）
嘉
応
の
強
訴

一
二
月
一
七
日
、
蔵
人
頭
平
信
範
の
も
と
に
延
暦
寺
所
司
か
ら
の
要
求
が
突
き
つ

け
ら
れ
た
（『
兵
範
記
』）。
そ
れ
は
延
暦
寺
領
美
濃
国
平
野
荘
住
人
を
凌
礫
し
た
尾
張

守
藤
原
家
教
の
目
代
政
友
と
、
知
行
国
主
藤
原
成
親
の
配
流
を
求
め
る
内
容
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
信
範
自
身
を
も
巻
込
む
こ
と
に
な
る
大
事
件
の
発
端
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
頼
盛
知
行
か
ら
成
親
知
行
に
代
わ
っ
た
尾
張
で
、
成
親

の
弟
尾
張
守
藤
原
家
教
の
目
代
政
友
と
、
平
清
盛
と
友
好
関
係
に
あ
る
延
暦
寺
・
日

吉
社
勢
力
と
が
衝
突
し
た
こ
と
で
あ
る
。
衝
突
の
直
接
の
契
機
は
些
細
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
知
行
国
主
の
交
代
は
支
配
体
制
を
も
大
き
く
改
変
し
、
荘
園
の

停
廃
等
の
紛
争
を
も
惹
起
す
る
。
と
く
に
尾
張
は
清
盛
の
父
忠
盛
も
受
領
に
就
任
し

た
こ
と
が
あ
る
し
、
平
治
元
年
に
頼
盛
が
受
領
と
な
っ
て
以
来
、
一
貫
し
て
平
氏
一

門
が
知
行
し
て
き
た
だ
け
に
、
知
行
国
主
交
代
の
軋
轢
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

一
二
月
二
三
日
、
知
行
国
主
成
親
の
配
流
、
目
代
政
友
の
禁
獄
を
求
め
た
強
訴
が

勃
発
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
輿
を
擁
し
た
悪
僧
・
神
人
た
ち
は
、
通
例
の
院
御
所
で

は
な
く
、
警
備
の
手
薄
な
内
裏
を
襲
撃
し
た
の
で
あ
る
。
元
来
内
裏
に
常
駐
し
て
い

た
平
経
盛
・
源
頼
政
・
同
重
貞
ら
の
僅
か
な
武
力
で
は
、
強
訴
を
撃
退
す
る
こ
と
な

ど
と
う
て
い
困
難
で
、
内
裏
は
悪
僧
ら
に
占
拠
さ
れ
神
輿
が
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（『
兵
範
記
』）。
む
ろ
ん
悪
僧
ら
の
戦
術
的
な
勝
利
に
他
な
ら
な
い
が
、
反
面
、
内
裏

を
蹂
躪
し
た
行
動
に
は
、
高
倉
天
皇
を
脅
か
し
、
そ
の
権
威
を
否
定
す
る
側
面
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
倉
天
皇
に
反
発
し
、
尾
張
知
行
を
奪
わ
れ
た
頼
盛
に
連
携

す
る
側
面
も
窺
知
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
平
氏
の
精
鋭
部
隊
と
も
い
う
べ
き
重
盛
・
頼
盛
・
宗
盛
の
率
い
る

約
五
百
騎
が
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
公
卿
議
定
で
夜
間
の
追
捕
は
神
輿
損

壊
な
ど
の
恐
れ
が
あ
る
と
の
意
見
が
強
く
、
ま
た
重
盛
の
慎
重
な
態
度
に
よ
っ
て
攻

撃
は
回
避
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
事
態
収
拾
の
た
め
、
後
白
河
も
成
親
の
配
流
を
認

め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
攻
撃
に
向
か
う
平
氏
軍
の
う
ち
、
約
三
分
の

一
に
あ
た
る
一
五
〇
騎
は
当
事
者
と
も
い
う
べ
き
頼
盛
の
軍
勢
で
、
成
親
と
連
携
す

る
重
盛
の
軍
勢
二
〇
〇
騎
に
対
抗
し
う
る
勢
力
で
あ
っ
た
。
頼
盛
は
直
前
の
一
一
月

に
政
界
復
帰
し
た
ば
か
り
で
、
尾
張
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
憤
懣
も
消
え
て
は

い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
頼
盛
は
在
京
平
氏
軍
の
中
で
第
二
の
勢
力
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
強
訴
へ
の
対
応
は
困
難
で
あ
っ
た
。
頼
盛
の
立
場
を
考
慮

す
れ
ば
、
重
盛
が
慎
重
に
な
る
の
も
当
然
と
い
え
る
。

当
初
、
強
訴
へ
の
妥
協
は
あ
り
得
な
い
と
し
た
後
白
河
院
も
、
強
訴
に
屈
す
る
形

で
成
親
の
備
中
へ
の
配
流
を
認
め
る
に
至
っ
た
（『
玉
葉
』
一
二
月
二
五
日
条
）。
し
か

し
事
態
は
急
転
、
後
白
河
は
成
親
を
呼
び
戻
し
、「
奏
事
不
実
」
を
理
由
に
蔵
人
頭

信
範
と
、
検
非
違
使
別
当
で
院
と
の
取
次
ぎ
も
担
当
し
て
い
た
平
時
忠
の
両
名
を
配

流
す
る
と
い
う
理
不
尽
な
方
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
（『
玉
葉
』『
兵
範
記
』
一
二
月
二

八
日
条
）。
成
親
を
あ
く
ま
で
も
擁
護
す
る
と
と
も
に
、
平
氏
一
門
に
対
す
る
報
復

を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
翌
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）

正
月
六
日
、
そ
れ
ま
で
時
忠
が
帯
び
て
い
た
検
非
違
使
別
当
を
成
親
に
与
え
、
世
間

の
耳
目
を
驚
か
せ
た
こ
と
で
あ
る
（『
玉
葉
』）。

別
当
の
座
は
、
先
述
の
よ
う
に
三
年
間
に
わ
た
り
成
親
の
兄
隆
季
が
在
任
し
た
の

ち
、
嘉
応
元
年
に
な
っ
て
時
忠
が
就
任
し
、
平
治
の
乱
後
の
清
盛
以
来
久
し
ぶ
り
に

平
氏
一
門
の
手
に
渡
っ
て
い
た
。
成
親
の
別
当
補
任
は
京
の
治
安
維
持
を
全
面
的
に

二
四
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は
平
氏
に
依
存
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
成
親
自
身
に
一
応
の
防
御
の
権
限
と
武
力
を

与
え
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
い
え
る
。
後
述
の
よ
う
に
延
暦
寺
の
抗
議
で
成
親
は

解
官
さ
れ
る
が
、
嘉
応
二
年
四
月
に
別
当
に
復
帰
し
、
彼
が
権
大
納
言
に
昇
進
す
る

ま
で
、
歴
代
の
検
非
違
使
別
当
で
最
長
の
五
年
間
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
地
位
を
独
占

し
た
の
で
あ
る
。
平
清
盛
を
頂
点
と
す
る
平
氏
軍
制
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
成

親
を
中
心
と
す
る
京
の
警
察
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

事
態
は
正
月
に
清
盛
が
上
洛
し
て
後
白
河
と
面
会
し
た
結
果
、
成
親
の
配
流
、
時

忠
・
信
範
の
召
還
で
決
着
が
つ
い
た
（『
玉
葉
』
正
月
二
三
日
条
）。
む
ろ
ん
成
親
の
再

度
の
配
流
は
、
延
暦
寺
を
懐
柔
す
る
た
め
の
名
目
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
一
時
的
な

解
官
に
と
ど
め
ら
れ
た
（『
公
卿
補
任
』）。
四
月
一
九
日
、
後
白
河
と
清
盛
は
南
都
に

赴
き
、
か
つ
て
の
鳥
羽
院
と
藤
原
忠
実
の
先
例
に
倣
っ
て
同
時
に
受
戒
し
た
（『
玉

葉
』）。
両
者
の
協
調
が
内
外
に
誇
示
さ
れ
る
な
か
、
二
日
後
の
二
一
日
、
重
盛
が
権

大
納
言
に
復
帰
す
る
と
同
時
に
、
成
親
は
権
中
納
言
・
検
非
違
使
別
当
・
右
衛
門
督

に
、
そ
し
て
信
範
の
一
族
も
元
の
地
位
を
回
復
し
た
。
一
応
、
事
件
は
落
着
し
、
後

白
河
院
と
平
氏
の
協
調
関
係
も
復
活
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
検
非
違
使
別
当
は
時
忠
の
手
か
ら
成
親
に
わ
た
っ
て
い
た
し
、
尾
張
国

も
頼
盛
に
戻
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
院
近
臣
藤
原
修
範
の
子
範
能
が
受
領
に
就
任
、

院
近
臣
系
統
の
支
配
が
継
続
し
て
い
た
。
ま
た
、
平
時
忠
の
配
流
に
と
も
な
い
息
子

越
後
守
時
実
も
解
官
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
任
は
後
述
す
る
よ
う
に
成
親
に
近
侍
し
て

い
た
平
信
業
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
成
親
が
事
件
の
混
乱
の
中
で
時
忠
の
知
行

国
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
背
景
に
は
、
平
氏
一
門
の
躍
進
に
よ

る
官
職
独
占
に
と
も
な
い
、
必
然
的
に
院
近
臣
と
の
軋
轢
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

が
伏
在
し
て
い
た
。
後
白
河
は
事
件
を
利
用
し
て
、
平
氏
一
門
の
官
職
や
知
行
国
を

成
親
以
下
の
院
近
臣
に
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
後
白
河
と
平
氏
一
門
と
の
軋
轢

は
、
当
然
な
が
ら
次
第
に
激
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
・

平
清
盛
と
の
衝
突

（一）
寵
臣
成
親

尾
張
国
を
め
ぐ
る
延
暦
寺
の
強
訴
が
終
息
す
る
と
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う

に
、
成
親
も
平
氏
一
門
も
後
白
河
院
に
対
す
る
奉
仕
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
承
安

元
年
（
一
一
七
一
）
一
〇
月
、
後
白
河
院
は
前
年
に
引
き
続
い
て
平
清
盛
の
福
原
山

荘
に
御
幸
し
た
。
こ
の
時
に
随
行
し
た
公
卿
は
、
重
盛
・
宗
盛
・
時
忠
の
平
氏
一
門

と
、
資
賢
・
兼
雅
、
そ
し
て
成
親
で
あ
っ
た
（『
玉
葉
』
一
〇
月
二
三
日
条
）。
さ
ら
に
、

帰
京
し
た
後
白
河
は
、「
福
原
家
賞
」
と
し
て
清
盛
家
人
の
藤
原
能
盛
、
平
盛
国
、

平
貞
綱
を
正
五
位
下
に
叙
し
、
盛
国
を
検
非
違
使
に
任
じ
て
い
る
（『
達
幸
故
実
抄
』）。

盛
国
は
検
非
違
使
別
当
成
親
の
も
と
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
盛
国
は
、
本
来
伊
勢
平
氏
の
傍
流
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
平
氏
一
門

の
郎
等
と
な
っ
て
い
た
。
平
清
盛
が
盛
国
の
九
条
河
原
口
の
邸
で
死
去
し
た
よ
う
に

（『
玉
葉
』
治
承
五
年
閏
二
月
四
日
条
）、
清
盛
の
腹
心
中
の
腹
心
で
あ
り
、
同
時
に
重
盛

の
も
と
で
家
人
を
統
制
す
る
侍
所
別
当
の
ご
と
き
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る

（『
平
家
物
語
』）、
平
氏
家
人
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
従
来
、
重
盛
の
腹
心
平
貞

能
が
検
非
違
使
に
加
わ
っ
て
い
た
が
、
他
の
追
捕
尉
は
西
光
の
子
藤
原
師
高
や
藤
原

能
盛
（
平
氏
家
人
と
は
別
人
）、
大
江
遠
業
を
は
じ
め
と
す
る
北
面
下
臈
が
多
く
、
武

力
と
し
て
は
必
ず
し
も
強
力
と
は
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
盛
国
の
加
入
で
使

庁
と
平
氏
と
の
結
合
は
深
ま
り
、
検
非
違
使
の
追
捕
尉
の
武
力
は
大
き
く
強
化
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
一
月
三
日
、
後
白
河
は
密
か
に
成
親
の
五
辻
亭
を
訪
れ
、
競
馬
を
行
っ

て
い
る
。
そ
の
翌
日
に
は
重
盛
の
六
波
羅
邸
を
訪
れ
る
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
る

（『
玉
葉
』）。
依
然
と
し
て
後
白
河
に
と
っ
て
、
成
親
と
重
盛
こ
そ
が
院
政
を
支
え
る

近
臣
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
月
、
徳
子
が
高
倉
に
入
内
し
、
平
氏
と

二
五

藤
原
成
親
と
平
氏
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後
白
河
の
蜜
月
は
絶
頂
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
の
成
親
に
と
っ
て
最
大
の
出
来
事
は
、
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
七
月

二
一
日
の
院
御
所
三
条
殿
の
造
営
に
他
な
ら
な
い
。『
玉
葉
』
同
日
条
に
よ
る
と
、

こ
の
勧
賞
で
成
親
自
身
が
従
二
位
に
叙
さ
れ
て
、
上
臈
の
源
資
賢
・
花
山
院
兼
雅
を

超
越
し
て
い
る
。
資
賢
も
院
近
臣
の
中
心
的
存
在
だ
し
、
兼
雅
は
太
政
大
臣
忠
雅
の

子
息
、
し
か
も
清
盛
の
女
婿
と
い
う
「
権
門
」
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
成
親
が

知
行
す
る
越
後
の
受
領
平
信
業
と
、
同
じ
く
知
行
国
丹
波
の
受
領
成
経
が
重
任
を
許

さ
れ
た
上
に
、
二
カ
国
の
遷
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
成
親
は
「
五
カ

事
」
の
恩
賞
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
九
条
兼
実
に
「
未
聞
」
の
事
と
評
さ
れ
る

の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
成
親
の
功
績
に
よ
っ
て
二
ヵ
国
の
受
領
が
重
任
を
、

さ
ら
に
二
カ
国
が
遷
任
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
当
然
成
親

の
知
行
国
で
あ
り
、
彼
の
知
行
は
四
ヵ
国
に
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
は

院
近
臣
と
し
て
は
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
摂
関
家
に
も
匹
敵
す
る
。
重
任
と
な
っ
た

の
は
越
後
守
平
信
業
、
そ
し
て
丹
波
守
で
嫡
男
の
成
経
で
あ
る
。
ま
た
、
遷
任
を
認

め
ら
れ
た
の
は
、
承
安
元
年
一
二
月
に
三
河
守
在
任
が
確
認
さ
れ
る
弟
盛
頼
と
、
翌

年
近
江
か
ら
信
濃
へ
遷
任
し
た
息
子
実
教
の
両
名
と
考
え
ら
れ
るi

。
こ
う
し
て
み
る

と
当
時
の
知
行
国
は
越
後
・
丹
波
・
三
河
・
近
江
と
い
う
熟
国
・
大
国
ば
か
り
で
あ

り
、
成
親
の
莫
大
な
経
済
力
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
丹
波
は
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
六
月
段
階
で
弟
盛
頼
の
在
任
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
も
鹿
ケ
谷
事
件
に
至
る
ま
で
成
経
が
受
領
の
地
位
に
あ

っ
た
。
同
国
こ
そ
は
成
親
が
一
〇
年
余
り
も
継
続
し
て
知
行
し
た
、
最
大
の
経
済

的
・
政
治
的
基
盤
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
越
後
は
か
つ
て
の
自
身
の
任
国
で
も
あ
り
、

古
く
か
ら
の
縁
を
有
し
た
国
だ
が
、
信
業
は
重
任
の
翌
承
安
二
年
に
離
任
し
、
成
親

の
男
親
実
に
代
わ
っ
て
い
る
。
信
業
は
承
安
四
年
に
は
尾
張
守
在
任
が
確
認
さ
れ
て

お
り
、
同
国
に
遷
任
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
尾
張
守
は
弟
盛
頼
に
移

り
、
鹿
ケ
谷
事
件
ま
で
在
任
し
て
い
た
。
成
親
の
尾
張
国
に
対
す
る
強
い
執
着
が
窺

知
さ
れ
る
。
長
期
に
渡
る
尾
張
知
行
が
、
同
国
の
武
士
団
と
の
連
携
を
生
じ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
尾
張
の
有
力
豪
族
原
高
春
（『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
三
月
一
三
日

条
）
や
大
屋
安
資
（『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
三
月
一
九
日
条
）
が
早
く
か
ら
平
氏
に
反
発

し
た
こ
と
は
、
成
親
が
同
国
の
武
士
の
組
織
化
を
図
っ
た
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
。

一
方
、
受
領
の
う
ち
、
越
後
守
平
信
業
は
成
親
の
一
族
で
は
な
く
、『
平
家
物
語
』

に
も
登
場
す
る
後
白
河
の
下
北
面
で
、
今
様
に
通
じ
た
上
に
姉
坊
門
局
が
後
白
河
の

寵
愛
を
受
け
た
こ
と
で
官
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
た
。
成
親
は
、
こ
の
信
業
を
家
司
等

と
し
て
組
織
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
信
業
は
鹿
ケ
谷
事
件
に
は
連
座
し
て
お
ら
ず
、

事
件
以
前
に
成
親
の
下
を
離
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
周
知
の
通
り
と
も
に
首
謀
者
と

し
て
殺
害
さ
れ
る
西
光
を
義
弟
と
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
成
親
は
院

下
北
面
の
統
合
者
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
親
が
長

年
検
非
違
使
別
当
と
し
て
下
北
面
を
統
率
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
立
場
と
関

係
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

後
白
河
は
、
元
来
「
武
勇
」
と
称
さ
れ
る
武
的
な
性
格
を
有
す
る
成
親
に
下
北
面

を
組
織
さ
せ
、
平
氏
と
は
別
個
の
武
力
・
警
察
力
の
統
率
者
と
す
る
構
想
を
有
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
成
親
が
阿
波
国
の
在
庁
官
人
近
藤
氏
出
身
の
西
光

と
結
ん
だ
こ
と
は
、
近
藤
一
族
と
敵
対
す
る
田
口
成
良
を
腹
心
と
し
た
平
清
盛
と
の

対
立
を
不
可
避
と
し
た
。

（二）
官
職
を
め
ぐ
る
軋
轢

そ
の
後
も
成
親
は
、
後
白
河
の
第
一
の
近
臣
と
し
て
様
々
な
儀
式
で
活
躍
し
て
い

た
。
そ
し
て
翌
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
四
月
に
は
、
石
清
水
・
賀
茂
行
幸
の
上
卿

を
勤
仕
し
た
恩
賞
と
し
て
正
二
位
に
昇
進
、
そ
の
二
年
後
の
承
安
五
年
に
は
、
平
清

盛
の
盟
友
藤
原
邦
綱
を
超
越
し
て
権
大
納
言
へ
の
昇
進
を
果
た
し
た
。
こ
の
地
位
は

兄
隆
季
に
並
ぶ
も
の
で
あ
り
、
成
親
の
念
願
と
も
い
う
べ
き
家
成
流
嫡
流
の
奪
取
は

二
六
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目
前
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隆
季
と
結
ぶ
清
盛
と
の
対
立
を
深
め
る

一
面
も
あ
っ
た
。
権
大
納
言
は
、
王
家
の
縁
戚
で
あ
っ
た
平
氏
一
門
を
除
け
ば
、
そ

れ
ま
で
院
近
臣
家
出
身
者
が
到
達
し
え
た
最
高
峰
で
あ
っ
た
。
彼
が
清
盛
に
対
抗
し

よ
う
と
い
う
野
心
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
当
時
の
公
卿
上
層
部
を
め
ぐ
る
人
事
に
は
、
微
妙
な
政
争
の
影
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
た
。
承
安
四
年
七
月
、
す
で
に
体
調
を
崩
し
て
い
た
内
大
臣
源
雅
通
が
辞
退

し
た
右
大
将
を
め
ぐ
っ
て
、
平
重
盛
と
藤
原
兼
雅
が
競
い
合
い
、
清
盛
の
圧
力
も
あ

っ
て
重
盛
が
そ
の
座
を
得
た
（『
玉
葉
』
七
月
九
日
条
）。
兼
雅
も
清
盛
の
女
婿
で
あ
っ

た
が
、
後
白
河
の
側
近
で
も
あ
っ
た
。
清
盛
は
後
白
河
側
近
を
退
け
て
、
嫡
男
の
大

将
補
任
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
近
衛
大
将
は
、
征
夷
大
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る

「
大
将
軍
」
が
通
常
設
置
さ
れ
な
い
当
時
に
お
い
て
は
武
官
の
最
高
峰
で
あ
り
、
ま

た
摂
関
家
・
大
臣
家
以
外
に
就
任
し
え
な
い
栄
誉
あ
る
官
職
で
あ
っ
た
。
大
臣
家
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
武
門
の
頂
点
に
立
つ
平
氏
と
し
て
は
何
と
し
て
も
入
手
し

た
い
官
職
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

つ
い
で
同
年
八
月
に
は
、
平
清
盛
が
摂
関
家
の
後
継
者
に
指
名
し
た
、
故
摂
政
基

実
の
嫡
男
基
通
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
摂
関
家
嫡
男
の
象
徴
五
位
中

将o

に
こ
そ
任
じ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
従
四
位
上
か
ら
正
四
位
下
・
上
を
超
越
し

て
の
三
位
昇
進
で
、
兼
実
は
摂
関
家
の
面
目
と
称
し
て
い
る
（『
玉
葉
』
八
月
二
日
条
）。

摂
関
の
地
位
を
め
ぐ
り
、
自
身
の
子
孫
へ
の
継
承
を
望
む
現
職
の
関
白
基
房
、
後
述

す
る
よ
う
に
後
白
河
に
急
接
近
し
て
い
た
師
長
ら
と
、
平
氏
一
門
と
の
緊
張
関
係
を

か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

翌
承
安
五
年
二
月
、
嘉
応
元
年
以
来
病
気
で
籠
居
し
て
い
た
内
大
臣
源
雅
通
が
五

八
歳
で
死
去
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
頭
大
納
言
に
し
て
左
大
将
で
も
あ
る
藤
原

師
長
の
内
大
臣
昇
進
が
長
ら
く
実
現
し
な
か
っ
た
。
兼
実
は
、
師
長
の
昇
進
に
と
も

な
う
後
任
の
権
大
納
言
を
め
ぐ
っ
て
、
成
親
と
邦
綱
が
激
し
く
対
立
し
て
い
た
た
め

と
推
測
し
て
い
た
（『
玉
葉
』
六
月
一
〇
日
条
）。
結
局
、
一
一
月
に
師
長
が
内
大
臣
に

昇
進
す
る
と
、
先
述
の
よ
う
に
成
親
が
邦
綱
を
超
越
し
て
権
大
納
言
に
昇
進
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
平
氏
に
近
い
邦
綱
と
、
院
近
臣
成
親
と
の
対
立
と
い
う
構
図

が
存
在
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
緊
張
関
係
が
高
ま
る
中
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
に
清
盛
と
後
白

河
と
の
調
整
役
建
春
門
院
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
人
事
の
対
立
が
よ
り
先
鋭
化
し
た

こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
同
年
十
二
月
の
蔵
人
頭
を
め
ぐ
る
藤
原
光
能
と
、
清
盛
最

愛
の
息
知
盛
と
の
対
立
と
前
者
の
勝
利
（『
玉
葉
』
一
二
月
五
日
条
）
は
そ
の
所
産
で

あ
る
。
な
お
、『
平
家
物
語
』
で
知
ら
れ
る
右
大
将
を
め
ぐ
る
成
親
と
宗
盛
と
の
抗

争
に
つ
い
て
は
、
虚
構
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る!0

。
源
頼
朝
以
前
に
お
け
る
近

衛
大
将
の
任
官
は
、
原
則
と
し
て
大
臣
家
以
上
の
子
弟
に
限
ら
れ
て
お
り
、
唯
一
の

例
外
で
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
に
右
大
将
に
就
任
し
た
権
大
納
言
藤
原
実
能
も
、

当
時
の
崇
徳
天
皇
の
外
戚
で
あ
っ
た
。
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
平
清
盛
さ
え
も
補
任

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
戚
で
も
な
い
成
親
が
補
任
さ
れ
る
可

能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
虚
構
説
を
支
持
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
は
、
成
親
の
滅
亡
と
、
平
氏
と
院
近
臣
と
の
鋭
い
対
立
を
結
び
付
け
て
形

成
さ
れ
た
挿
話
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
大
臣
に
昇
進
し
た
師
長
は
、
か
つ
て
成
親
が
造
営
し
た
後
白
河
院
の

三
条
烏
丸
御
所
で
任
大
臣
の
大
饗
雑
事
を
定
め
る
な
ど
、
す
っ
か
り
院
近
臣
と
な
っ

て
い
た
（『
玉
葉
』『
公
卿
補
任
』）。
こ
の
こ
と
と
、
彼
が
成
親
の
娘
婿
に
迎
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
男
子
の
な
か
っ
た
師
長
は
成
親
の
息

子
成
宗
を
養
子
と
し
て
い
た
程
で
あ
る
（『
玉
葉
』
安
元
二
年
七
月
二
九
日
条
）。
成
親

は
下
北
面
の
み
な
ら
ず
、
院
に
近
侍
す
る
上
流
貴
族
と
も
密
接
な
姻
戚
関
係
を
有
し
、

そ
の
結
節
点
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
建
春
門
院
の
死
後
、
後
白
河
は
自
身
の
幼
い
皇
子
を
高
倉
天
皇
に
養
子

を
迎
え
、
天
皇
の
退
位
工
作
を
開
始
し
た
。
高
倉
が
退
位
す
れ
ば
、
清
盛
と
王
家
と

の
関
係
は
断
絶
す
る
こ
と
に
な
る!1

。
後
白
河
の
下
で
、
平
清
盛
を
王
権
か
ら
排
除
し

二
七

藤
原
成
親
と
平
氏
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た
新
ら
た
な
朝
廷
の
中
心
と
な
る
の
は
成
親
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
後
白
河
院
と

清
盛
と
の
政
治
的
決
裂
と
い
う
情
勢
の
下
で
、
清
盛
と
成
親
は
王
権
か
ら
地
方
武
士

の
組
織
に
わ
た
る
様
々
な
側
面
で
、
鋭
く
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
両
者

の
全
面
衝
突
で
あ
る
鹿
ヶ
谷
事
件
が
勃
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

（三）
鹿
ケ
谷
事
件

安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
四
月
、
延
暦
寺
・
日
吉
社
に
属
す
る
加
賀
国
白
山
宮
と

加
賀
守
藤
原
師
高
、
弟
の
目
代
師
経
と
の
衝
突
を
契
機
と
し
て
、
師
高
ら
の
配
流
を

要
求
す
る
延
暦
寺
・
日
吉
社
の
大
規
模
な
強
訴
が
閑
院
内
裏
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。

師
高
兄
弟
は
、
後
白
河
の
側
近
に
し
て
成
親
の
義
弟
西
光
の
息
子
で
あ
っ
た
。
今
回

は
平
重
盛
と
の
連
携
も
機
能
し
、
彼
に
属
す
る
平
氏
軍
ら
が
強
訴
を
撃
退
し
た
が
、

神
輿
に
矢
が
刺
さ
る
と
い
う
不
祥
事
が
発
生
し
、
当
事
者
で
あ
る
重
盛
の
家
人
ら
を

処
罰
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
さ
す
が
の
後
白
河
も
師
高
ら

を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
配
流
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
（『
玉
葉
』
四
月

一
五
・
二
〇
日
条
等
）。
も
っ
と
も
、
配
流
先
は
成
親
の
知
行
国
尾
張
で
あ
る
か
ら
、

形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
平
氏
一
門
の
防
禦
に
対
す
る
姿
勢
は
消
極
的
な
も
の
と
な
り
、
安
元
の

大
火
や
中
宮
庁
へ
の
強
盗
事
件
、
そ
し
て
天
台
座
主
明
雲
の
配
流
と
大
衆
に
よ
る
奪

回
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
態
が
相
次
ぐ
こ
と
に
な
る
。
つ
い
に
業
を
煮
や
し
た
後
白

河
は
平
清
盛
を
京
に
呼
び
寄
せ
、
延
暦
寺
攻
撃
を
命
ず
る
に
至
っ
た
。
清
盛
は
政
治

的
に
連
携
し
て
き
た
延
暦
寺
を
、
多
大
の
犠
牲
を
払
っ
て
攻
撃
す
る
と
い
う
深
刻
な

事
態
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
月
一
日
、
清
盛
は
突
如
と
し
て
院
近
臣

た
ち
を
追
捕
し
た
。
そ
の
中
心
人
物
西
光
を
拷
問
の
上
に
斬
首
、
そ
し
て
成
親
を
解

官
も
し
な
い
ま
ま
に
備
前
国
に
配
流
し
、
同
地
に
お
い
て
殺
害
し
た
（『
玉
葉
』
六
月

二
日
条
な
ど
）。
解
官
・
配
流
は
院
下
北
面
、
成
親
の
知
行
国
の
受
領
た
ち
に
及
ん
だ

（『
玉
葉
』
六
月
四
・
一
八
日
条
）。
清
盛
と
、
後
白
河
と
彼
を
支
え
て
き
た
成
親
と
の

対
立
が
、
つ
い
に
激
発
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
成
親
と
清
盛
と
の
衝
突
は
必
然
的
な
事
態
と
い

え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
平
清
盛
が
現
職
の
権
大
納
言
と
い
う
高
官
を
、
私
刑
に
よ

っ
て
殺
害
し
た
点
で
あ
る
。
成
親
を
配
流
で
は
な
く
殺
害
し
た
背
景
に
は
、
彼
が
武

的
な
性
格
を
有
し
た
こ
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
何
と
し
て
も
彼
を
抹
殺

し
よ
う
と
し
た
清
盛
の
強
い
意
志
も
看
取
さ
れ
る
。
配
流
で
は
後
白
河
の
政
治
力
に

よ
っ
て
復
帰
す
る
可
能
性
が
残
る
た
め
、
清
盛
は
成
親
を
武
人
と
同
様
に
処
刑
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
清
盛
に
そ
う
し
た
行
動
を
と
ら
せ
た
背
景
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

西
光
は
、
清
盛
を
「
危
め
」
よ
う
と
し
た
謀
議
が
あ
っ
た
こ
と
を
承
服
し
た
と
い

う
（『
玉
葉
』
六
月
二
日
条
）。
む
ろ
ん
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
説
く
よ
う
に
、
多
田
行

綱
ら
の
武
力
に
よ
る
平
氏
打
倒
を
企
図
し
た
と
は
考
え
難
い
が
、
清
盛
を
延
暦
寺
と

の
衝
突
に
追
い
込
み
、
両
者
の
提
携
を
破
壊
す
る
と
と
も
に
、
平
氏
の
武
力
を
損
耗

さ
せ
、
清
盛
の
名
誉
や
政
治
的
地
位
を
失
墜
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

疑
い
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
後
白
河
は
近
江
・
越
前
・
美
濃
三
か
国
か
ら
武
士

の
交
名
注
進
を
命
じ
て
お
り
（『
玉
葉
』
五
月
二
八
日
条
）、
院
権
力
に
よ
る
地
方
武
士

動
員
の
動
き
も
み
ら
れ
た!2

。
こ
う
し
た
武
力
は
、
お
そ
ら
く
人
数
に
限
界
が
あ
る
平

氏
の
家
人
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
り
、
延
暦
寺
攻
撃
の
忌
避
、
そ
し
て
院
権
力
と
の

全
面
衝
突
は
清
盛
を
危
機
に
追
込
む
恐
れ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
三
か
国
の
う
ち
越
前
は
平
重
盛
の
知
行
国
で
あ
っ
た
。
彼
は
強
訴
迎
撃

に
も
出
撃
す
る
な
ど
、
嘉
応
の
強
訴
と
は
異
な
り
後
白
河
や
成
親
と
共
同
歩
調
を
取

っ
て
い
た
だ
け
に
積
極
的
な
武
士
の
動
員
も
あ
り
え
た
。
重
盛
は
一
応
引
退
し
た
清

盛
に
代
わ
る
平
氏
の
代
表
で
あ
り
、
す
で
に
内
大
臣
・
左
大
将
に
栄
進
し
て
い
た
も

の
の
、
そ
の
立
場
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
彼
は
院
と
清
盛
と
の
対
立
に
際
し
、
つ
ね
に

家
長
清
盛
へ
の
従
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
し
、
今
や
清
盛
の
正
室
と
な
っ
た
平

時
子
の
長
男
で
、
建
春
門
院
と
も
密
接
な
関
係
を
有
し
た
宗
盛
が
台
頭
し
、
独
自
の

二
八
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二
九

藤
原
成
親
と
平
氏

政
治
的
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
、
重
盛
は
元
来
平
氏
の
最
精
鋭
部
隊
と
も

い
う
べ
き
平
貞
能
・
伊
藤
忠
清
一
族
を
統
率
し
、
平
氏
軍
制
の
中
心
に
君
臨
し
て
い

た
。
し
か
し
、
清
盛
が
福
原
に
拠
点
を
構
え
て
以
後
、
阿
波
出
身
の
田
口
成
良
、
紀

伊
出
身
の
湯
浅
一
族
な
ど
の
新
た
な
勢
力
が
台
頭
し
、
京
・
畿
内
の
軍
事
活
動
に
活

躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た!3

。
こ
の
よ
う
に
、
重
盛
は
次
第
に
平
氏
一
門
の
中
で
比

重
を
低
下
さ
せ
、
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
重
盛
が
成
親
や

後
白
河
院
と
連
携
し
た
軍
事
行
動
に
出
る
な
ら
ば
、
清
盛
か
ら
自
立
し
、
つ
い
に
は

平
氏
一
門
を
分
裂
さ
せ
る
危
険
性
も
孕
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
院
権
力
の
形
骸
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
れ
故
に
清
盛
は
首
謀
者
で
武
士
出
身
の
西
光
の
み
な
ら
ず
、
後
白
河
院
の
政

治
的
支
柱
に
し
て
、
反
清
盛
勢
力
の
結
節
点
と
も
い
う
べ
き
成
親
の
殺
害
に
踏
み
切

っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

事
件
の
激
震
が
続
く
六
月
五
日
、
重
盛
は
左
大
将
を
辞
任
し
た
。
盟
友
成
親
と
父

の
信
頼
を
も
失
っ
た
彼
に
は
、
武
門
の
頂
点
と
い
う
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
は
困
難

だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
ト
ク
死
ナ
バ
ヤ
」（『
愚
管
抄
』
巻
第
五
高
倉
）

と
口
走
っ
た
重
盛
の
死
去
は
、
わ
ず
か
二
年
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
小
松
殿
一
門

が
辿
っ
た
無
残
な
運
命
に
つ
い
て
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

腹
心
成
親
を
失
っ
た
後
白
河
は
、
そ
れ
で
も
挫
け
な
か
っ
た
。
今
度
は
関
白
藤
原

基
房
と
提
携
し
、
摂
関
家
領
を
清
盛
の
手
か
ら
奪
取
し
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
。
し

か
し
、
成
親
に
続
き
、
重
盛
を
も
失
っ
た
後
白
河
は
、
清
盛
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ

た
。
院
政
停
止
と
い
う
空
前
の
事
態
が
勃
発
す
る
の
は
治
承
三
年
十
一
月
の
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

注
官
職
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
公
卿
は
『
公
卿
補
任
』
に
、
検
非
違
使
は
宮
崎
康
充
氏

編
『
検
非
違
使
補
任
第
一
』
に
、
ま
た
受
領
の
人
事
は
菊
地
紳
一
・
宮
崎
康
充
氏
編

「
国
司
一
覧
」（『
日
本
史
総
覧
Ⅱ
』
所
収
）
に
よ
っ
た
。

q

高
橋
一
樹
氏
「
王
家
領
荘
園
の
立
荘
」（
同
氏
著
『
荘
園
制
の
成
立
と
鎌
倉
幕
府
』

所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
）。

w

高
橋
昌
明
氏
著
『
増
補
改
訂

清
盛
以
前

伊
勢
平
氏
の
興
隆
』（
文
理
閣
二
〇
〇

四
年
）。

e

拙
著
『
保
元
・
平
治
の
乱
を
読
み
な
お
す
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
四

年
）。

r

永
原
慶
二
氏
編
『
日
本
の
名
著
９
　
慈
円
・
北
畠
親
房
』
に
お
け
る
『
愚
管
抄
』

の
現
代
語
訳
で
は
、「
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
」
と
訳
し
「
不
要
」
説
を
採
用
し
て
い

る
。
ま
た
、「
フ
ヨ
ウ
」
に
濁
点
が
な
い
点
も
「
武
勇
」
説
の
弱
点
と
い
え
る
。

t

拙
著
注
e
前
掲
書
。

y

高
橋
氏
注
w
前
掲
書
。

u

佐
伯
智
広
氏
「
徳
大
寺
家
の
荘
園
集
積
」（『
史
林
』
八
六
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）

i

実
教
は
す
で
に
養
子
と
な
っ
て
い
る
し
、
時
期
も
ず
れ
る
点
で
や
や
躊
躇
さ
れ
る
。

o

拙
稿
「
五
位
中
将
考
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質

古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
所
収
）
参
照
。

!0

日
下
力
氏
「『
平
家
物
語
』
成
親
事
件
話
群
の
考
察
」（
同
氏
著
『
平
治
物
語
の
成

立
と
展
開
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
所
収
、
初
出
は
一
九
八
二
年
）。

!1

高
倉
退
位
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
清
盛
の
闘
い

幻
の
中
世
国
家
』（
角
川

書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

!2

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
王
権
守
護
の
武
力
」（
薗
田
香
融
先
生
古
稀
記
念
論
集

『
日
本
仏
教
の
史
的
展
開
』、
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
所
収
）
参
照
。

!3

拙
稿
「
福
原
遷
都
と
平
氏
政
権
」（『
古
代
文
化
』
第
五
七
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五

年
）
参
照
。

（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）
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